
■麻機遊水地保全活用行動計画（案）修正箇所 

No ページ 章/項目 修正概要 3 月 9 日時点（旧） 最終版（新） 

1 （旧）Ｐ2 

（新）Ｐ2 

 

第 1 章 麻機遊水地

保全活用行動計画の

概要 
 

1-2 計画の位置づけ 

文言の追加 また、静岡市では、「第 3 次静岡市総合計画」や「都市計画マスタープラン」、「みど

りの基本計画」、「静岡市生物多様性地域戦略」などを踏まえ、麻機遊水地が地域の活

性化に資するように、遊水地とその周辺を含む地区全体の土地利用や取組みに関する

基本的な考えや方針を示した「麻機遊水地地区グランドデザイン」を作成した。 

また、静岡市では、「自然再生全体構想」や「巴川水系河川整備計画」、さらには「第

3 次静岡市総合計画」や「都市計画マスタープラン」、「みどりの基本計画」、「静岡市

生物多様性地域戦略」などを踏まえ、麻機遊水地が地域の活性化に資するように、遊

水地とその周辺を含む地区全体の土地利用や取組みに関する基本的な考えや方針を

示した「麻機遊水地地区グランドデザイン」を作成した。 

2 （旧）Ｐ3 

（新）Ｐ3 

第 1 章 麻機遊水地

保全活用行動計画の

概要 
 

1-3 これまでの課題

と計画の年次目標 

 

 

文言の修正 そのため、協議会員の募集や予算等も確保し

たうえで、協議会組織の見直しを行い、現状

を維持していくことから取組みをはじめ、

中・長期的には、現状の課題点の改善、失わ

れた自然環境の再生、さらには、遊水地周辺

の自然環境にも目を向け、この地域全体の環

境改善を目指していく。 

 

そのため、協議会員の募集や予算なども確

保したうえで、協議会組織の見直しを行い、

実施可能な取組みや現状を維持していくこと

からはじめ、中期的には、取組み範囲を遊水

地全体に広げ、長期的には遊水地周辺の自然

環境にも目を向け、この地域全体の環境改善

を目指していく。 

 

3 （旧）Ｐ4～5 

（新） 

第 1 章 麻機遊水地

保全活用行動計画の

概要 
 

1-4 麻機遊水地保全

活用行動計画の構成 

 

表の削除 

  削除 

4 （旧）Ｐ6 

（新）Ｐ4 

第 2 章 実施者の名

称と実施者の属する

協議会 
 

2-1 実施者の名称と

実施者の属する協議

会 

文言の修正 本麻機遊水地保全活用行動計画（以下、「行動計画」という）は、麻機遊水地保全

活用推進協議会（以下、「協議会」という）、静岡県（静岡土木事務所）及び静岡市が

実施者となり、官民が一体となり麻機遊水地の自然環境の保全・再生や、自然環境や

立地特性を活かした自立発展型の地域活性化を目指すための取組みについてまとめ

たものである。 

本麻機遊水地保全活用行動計画（以下、「行動計画」という）は、麻機遊水地保全

活用推進協議会（以下、「協議会」という）が実施者となり、官民一体で麻機遊水地

の自然環境の保全・再生や、立地特性を活かした自立発展型の地域活性化を目指すた

めの取組みについてまとめたものである。 

資料 4 



No ページ 章/項目 修正概要 3 月 9 日時点（旧） 最終版（新） 

5 （旧）Ｐ12～23 

（新）Ｐ10～27 

第 3 章 自然再生の

対象区域と麻機遊水

地の概要 
 

3-2-4 麻機遊水地の

自然環境 

 

 

構成の変更 

（「現状の課題」を

「3-2-7 現状の課題

点」へ、「これまで

の取組み」を「3-2-5

自然再生事業実施

計画における取組

状況」へ集約） 

  

6 （旧）Ｐ33～34 

（新） 

第 5 章 麻機遊水地

保全活用行動計画 

 

 

 

 

項目の削除 

（「5-1 既定の自然

再生事業実施計画

における課題と行

動計画策定の経緯」

を削除） 

 

 

削除 

 

 

   



No ページ 章/項目  3 月 9 日時点（旧） 最終版（新） 

7 （旧）Ｐ53 

（新）Ｐ55 

第 5 章 麻機遊水地

保全活用行動計画 

 

5-5-3 人と自然との

持続的な関わりづく

り 

文言の修正 （6）安全管理の推進 

①施設の改修 

＜短期計画＞遊水地内の施設には、老朽化し腐食している施設もあることから、老

朽化した施設の改修を行う。また、水路や池等への転落等の心配があ

る箇所には、転落防止柵や注意看板の設置を行う。 

＜中期計画＞遊水地内での利用者の事故をなくす。 

（6）安全管理の推進 

①施設の点検 

＜短期計画＞遊水地内の施設には、老朽化し腐食している施設もあることから、老

朽化した施設の点検や危険箇所の確認を行う。 

＜中期計画＞遊水地内利用者の安全性の向上を図る。 

8 （旧） 

（新）Ｐ59 

第 5 章 麻機遊水地

保全活用行動計画 

 

■麻機遊水地の保全

活用行動計画（短期・

中期計画）スケジュー

ル（案） 

表の追加 

（「■麻機遊水地の

保全活用行動計画

（短期・中期計画）

スケジュール（案）」

追加） 

  

9 （旧）Ｐ62 

（新）Ｐ65 

第 5 章 麻機遊水地

保全活用行動計画 

 

■麻機遊水地の保全

活用行動計画実施、施

設整備スケジュール

（案） 

表の変更      

 

 

 


